
11
月月
1515
日
㈰
。
萩
日
吉
神
社
西
側
の
特
設
馬

日
㈰
。
萩
日
吉
神
社
西
側
の
特
設
馬

場
に
お
い
て
、
三
年
に
一
度
の
「
萩
日
吉
神

場
に
お
い
て
、
三
年
に
一
度
の
「
萩
日
吉
神

社
の
流
鏑
馬
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

社
の
流
鏑
馬
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
神
事
は
、
天
福
元
年
（
１
２
３
３
）

の
神
事
は
、
天
福
元
年
（
１
２
３
３
）
1111
月月

2626
日
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
、
明
覚
郷
と
大

日
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
、
明
覚
郷
と
大

河
郷
（
小
川
町
）
が
奉
納
し
て
い
ま
す
。
木

河
郷
（
小
川
町
）
が
奉
納
し
て
い
ま
す
。
木

曽
義
仲
が
討
た
れ
、
そ
の
家
来
の
七

曽
義
仲
が
討
た
れ
、
そ
の
家
来
の
七

氏
が
、
平
の
坂
本
家
の
先
祖
に
宿

氏
が
、
平
の
坂
本
家
の
先
祖
に
宿

を
借
り
、
世
話
を
受
け
ま
し
た
。
七

を
借
り
、
世
話
を
受
け
ま
し
た
。
七

氏
は
坂
本
家
の
忠
告
に
よ
り
、
明
覚
郷
（
馬

氏
は
坂
本
家
の
忠
告
に
よ
り
、
明
覚
郷
（
馬

場
氏
・
市
川
氏
・
荻
窪
氏
）
と
大
河
郷
（
横

場
氏
・
市
川
氏
・
荻
窪
氏
）
と
大
河
郷
（
横

川
氏
・
小
林
氏
・
加
藤
氏
・
伊
藤
氏
）
に
分

川
氏
・
小
林
氏
・
加
藤
氏
・
伊
藤
氏
）
に
分

か
れ
て
住
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

か
れ
て
住
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

七
氏
は
、
主
君
の
義
仲
を
祭
っ
た
萩
日
吉
神

七
氏
は
、
主
君
の
義
仲
を
祭
っ
た
萩
日
吉
神

社
に
、
流
鏑
馬
を
奉
納
す
る
こ
と
な
っ
た
と

社
に
、
流
鏑
馬
を
奉
納
す
る
こ
と
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

い
わ
れ
て
い
ま
す
。


